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第 ７ 回   熊本県議会    農林水産常任委員会会議記録 

 

令和８年２月24日(火曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時28分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第12号) 

議案第９号 令和７年度熊本県林業改善資

金特別会計補正予算(第１号) 

議案第10号 令和７年度熊本県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算(第１号) 

議案第22号 令和７年度農林水産関係の建

設事業の経費に対する市町村負担金(地

方財政法関係)について 

議案第23号 工事請負契約の締結について 

議案第24号 工事請負契約の変更について 

議案第25号 工事請負契約の変更について 

議案第26号 工事請負契約の変更について 

報告第４号 専決処分の報告について 

報告第５号 専決処分の報告について 

報告第10号 一般社団法人熊本県果実生産

出荷安定基金協会の経営状況を説明する

書類の提出について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(７人) 

        委 員 長 河 津 修 司 

        副委員長 池 永 幸 生 

        委  員 前 川   收 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 山 口   裕 

        委  員 松 村 秀 逸 

委  員 幸 村 香代子 

欠 席 委 員(１人)  

        委  員 西 村 尚 武 

委員外議員(なし)  

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 中 島   豪 

理 事 

（食のみやこ推進担当） 

兼食のみやこ推進局長 間 宮 将 大 

       政策審議監 磯 谷 重 和 

生産経営局長 德 永 浩 美 

      農村振興局長 永 田   稔 

        森林局長 宮 脇   慈 

        水産局長 那 須 博 史 

    農林水産政策課長 紙 屋 勝 良 

団体支援課長 岩 野 洋 士 

政策調整監 杉 谷 将 洋 

 流通アグリビジネス課長 甲 斐 久美子 

      農業技術課長 山 本 剛 士 

農産園芸課長 福 永   哲 

畜産課長 安 武 秀 貴 

     担い手支援課長 林 田 慎 一 

      農村計画課長 野 入 正 憲 

       首席審議員 

     兼農地整備課長 大 森 直 樹 

     むらづくり課長 岩 田 長 起 

      技術管理課長 宮 川 和 幸 

      森林整備課長 野 間   圭 

      林業振興課長 藤 田 隆 利 

森林保全課長 山 下 聖 二 

      水産振興課長 山 下 博 和 

    漁港漁場整備課長 植 田 光 和 

農業研究センター所長 工 藤 真 裕 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

         議事課参事 中 野 千 春 

政務調査課主幹 入 船 卓 雄 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○河津修司委員長 ただいまから第７回農林

水産常任委員会を開会いたします。 

 それでは、本委員会に付託されました議案

等を議題とし、これについて審査を行いま
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す。 

 質疑については、執行部の説明終了後、一

括して受けたいと思います。 

 なお、執行部の説明は、効率よく進めるた

めに、着席のまま簡潔に行ってください。 

 初めに、中島農林水産部長から総括説明を

行い、続いて、各担当課長から順次説明をお

願いいたします。 

 

○中島農林水産部長 今定例会に提案してお

ります議案の説明に先立ちまして、２点御報

告いたします。 

 まず、１点目は、少雨による農林畜水産業

への影響についてです。 

 昨年の10月以降、特に１月の降水量が例年

と比べ少なく、先日の雨でやや持ち直したも

のの、非常に少ない状況となっております。 

 特に天草では、現時点で農作物被害等の報

告はありませんが、亀川ダム及び楠浦ダムの

貯水率が低下しておりまして、早期米の作付

に向けて注視しているところでございます。 

 また、ノリ養殖においては、栄養塩が不足

し、多くの漁場で色落ちが発生しておりま

す。生産者の努力により、今漁期の生産額は

130億円と過去５番目に達していますが、引

き続き降雨が少なく栄養塩が回復しなけれ

ば、今後の生産額が伸びないことが懸念され

ております。 

 熊本地方気象台から発表された見通しで

は、３月以降は平年並みの降雨が見込まれて

いますが、今後も、雨の状況を注視しなが

ら、農林畜水産業への影響について情報を収

集してまいります。 

 ２点目は、「食のみやこ熊本県」の実現に

向けた取組についてです。 

 今月21日と22日に、花畑広場や新市街アー

ケードにおいて、県を挙げての大型グルメフ

ェス「食のみやこ熊本 三ツ星グルメフェス

＆ファーマーズマーケット」を開催したとこ

ろでございます。 

 「食のみやこ熊本にはおいしいものがあふ

れている！」。これをコンセプトに、グルメ

フェスでは70店舗を超える人気店が参加し、

ファーマーズマーケットでは新市街が産直生

鮮マルシェになるなど、県内全域からおいし

いものが集結し、本県農林畜水産物の魅力を

広く発信することができました。 

 令和８年度も、県内外への情報発信、販路

拡大等の取組を進めることとしておりまし

て、引き続き、本県の豊かな農林畜水産物と

食文化が持つポテンシャルを最大限に生かし

て、高付加価値化や販路の拡大を推進し、さ

らなる稼げる農林畜水産業の実現と「食のみ

やこ熊本県」の創造に向けて取り組んでまい

ります。 

 それでは、今回提案しております議案等の

概要を説明させていただきます。 

 まず、予算関係として、先般、決定、成立

した国の総合経済対策に基づく施策のほか、

物価高騰の影響により経営が圧迫されている

農林畜水産業に対する支援や「食のみやこ熊

本県」の創造に向けた取組に要する経費な

ど、87億6,000万円余の増額と事業費確定に

伴う153億5,000万円余の減額を合わせ、総額

65億9,000万円余の減額補正を提案しており

ます。 

 これにより、補正後の現計予算額は、一般

会計、特別会計を合わせ1,001億8,000万円余

となります。 

 次に、条例等関係として、農林水産関係の

建設事業の経費に対する市町村負担金１件、

工事請負契約及び変更契約の締結４件につい

て提案しております。 

 また、報告事項として、専決処分２件と県

が出資する公益法人等の経営状況１件を報告

させていただきます。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

す。 

 詳細につきましては、この後、担当課長か

ら説明させますので、御審議のほどよろしく
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お願い申し上げます。 

 

○河津修司委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いいたします。 

 

○紙屋農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産常任委員会説明資料、令和７年度

２月補正予算及び条例等関係をお願いいたし

ます。 

 １ページをお願いいたします。 

 令和７年度２月補正予算総括表でございま

す。 

 農林水産部全体の２月補正予算は、部長か

らの御説明にもございましたとおり、１月臨

時議会で計上いたしました防災・減災、国土

強靱化に資する予算を除く国の経済対策等に

応じた増額予算と国庫補助金や事業費の確定

等に基づく減額を合わせ、特別会計も含めま

して、表の左から３列目、(Ｂ)２月補正の欄

の一番下段、65億9,500万円余の減額補正で

ございます。 

 補正後の総額は、その一番右の計の欄でご

ざいますけれども、1,001億8,000万円余とな

ります。この額は、昨年度に比べて112億

6,000万円余の増となっております。 

 続きまして、ページちょっと飛びますが、

68ページをお願いできますでしょうか。 

 68ページでございます。 

 令和７年度繰越明許費の設定でございま

す。 

 繰越明許費につきましては、９月、11月及

び１月の臨時議会においても御承認をいただ

いたところですが、今回１月の措置以外の国

の経済対策分などを追加しております。 

 追加した設定額は、表の中央、設定額(Ｂ)

の欄の最下段の合計が117億9,900万円余とし

て提案をしております。 

 令和７年度の合計額は、653億3,300万円余

となり、昨年度よりも128億3,900万円余の増

額となっております。 

 総括説明は以上でございまして、この後、

各課から主なものについて御説明を申し上げ

ますが、すみません、お戻りをいただきまし

て、最初のページでございます。 

 目次の最下段のところに、資料の凡例とい

うことで説明欄を設けております。該当する

事業につきましては、マル新であったり、８

月豪雨、物価高騰対策などと記載していると

ころでございます。 

 続いて、２ページをお願いいたします。 

 農林水産政策課補正予算でございます。 

 まず、一番上の段の農業総務費のうち、２

段目の職員給与費につきましては、今年度の

人事異動等に伴う増減に基づき、給与費を確

定させるための補正となります。 

 今回、このような職員の人件費に係る補正

予算が、以後、各課において度々出てまいり

ますが、いずれも同様の理由でございますの

で、各課個別の説明を省略させていただきた

いと思います。 

 次に、その一段下の農業公園費について。 

 現在、農業公園において、計画的な施設改

修を進めておりますが、右の説明欄のとお

り、事業費の確定に伴う減額でございます。 

 農林水産政策課からは以上でございます。 

 

○岩野団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 ３ページをお願いします。 

 ５段目の農業近代化資金等助成費の減額に

つきましては、貸付実績による減額となりま

す。 

 ６段目の認定農業者等育成資金助成費の減

額につきましては、県低利預託基金貸付金に

おいて、国からの融資枠配分が要望額を下回

ったことに伴う減額となります。 

 また、その下は、ただいまの資金につい

て、令和８年度当初から貸付けできるよう、

債務負担行為の追加をお願いするものです。 
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 ４ページ、２段目の国庫支出金返納金は、

農業改良資金に係る国庫補助金の返納分が予

定を下回ったことによる減額です。 

 最下段の農業共済制度等普及推進費は、収

入保険の保険料負担軽減に伴う熊本県農業共

済組合への助成です。国の重点支援交付金を

活用し、収入保険の加入促進に努め、産地の

リスク対応力の強化を図ってまいります。 

 ５ページをお願いします。 

 ５段目の林業金融対策費は、林業振興資金

貸付金の貸付実績による減額となります。 

 ６ページ、２段目の水産業協同組合指導費

について、説明欄１と３は、漁業共済掛金補

助の事業費確定に伴う減額になります。 

 ３段目の金融対策費について、説明欄２

は、貸付実績による減額になります。 

 ８ページをお願いします。 

 林業改善資金特別会計です。 

 ３段目の林業・木材産業改善資金貸付金

は、貸付実績による減額となります。 

 最下段は、木材産業等高度化推進資金貸付

金を令和８年度当初から貸付けできるよう、

債務負担行為の設定をお願いするものです。 

 10ページをお願いします。 

 沿岸漁業改善資金特別会計です。 

 ２段目の沿岸漁業改善資金貸付金は、貸付

実績による減額になります。 

 団体支援課は以上です。 

 

○杉谷食のみやこ推進局付政策調整監 食の

みやこ推進局付でございます。 

 11ページをお願いいたします。 

 ３段目、農政企画推進費の右側説明欄、１

つ目の県産農林畜水産物消費拡大緊急支援事

業は、農林畜水産物やグルメなど、熊本の食

の認知度向上、消費拡大を図る県内での大規

模なイベント開催に対する助成でございま

す。 

 今年度は、先ほど部長からありましたとお

り、先日の21、22の２日間、花畑広場や新市

街一帯で、農林畜水産団体や県内飲食店など

に御出展いただき、食のイベントを開催いた

しました。集計中ではございますが、約５万

人の集客があったと見込んでおります。 

 今後、そこで得られた成果や課題を整理

し、令和８年度に生かしてまいりたいと考え

ております。 

 ２つ目、熊本の食の魅力発信・需要拡大事

業は、国内外の多くの方が利用する熊本空港

において、食の魅力ＰＲやフェア実施に対す

る助成でございます。 

 ３つ目の熊本の食ＥＣ販路拡大緊急支援事

業は、ＥＣサイトを活用した販路拡大に意欲

的な事業者に対する販売戦略などアドバイス

を行う支援や大都市圏の百貨店などのフェア

と連携したウェブ物産展の実施に対する助成

でございます。 

 食のみやこ推進局付は以上でございます。 

 

○甲斐流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 一番下の段、農産物流通総合対策費の説明

欄１、食のみやこ食材ＰＲ推進事業につきま

しては、比較的近距離の大消費地である福岡

県をターゲットとした県産農林畜水産物の消

費拡大、販路開拓の取組に対する助成でござ

います。 

 ２のくまもと県南フードバレー農産物等高

付加価値化緊急支援事業につきましては、県

南地域の豊富な農林畜水産物のポテンシャル

を最大限に生かし、地域全体の活性化を図る

くまもと県南フードバレーの取組を進めるも

ので、県南地域の食関連事業者に対する商品

開発や販路拡大などの取組に対する助成でご

ざいます。 

 ３のくまもとの食付加価値緊急向上事業に

つきましては、県産農林畜水産物の付加価値

向上に向けた客観的評価取得や分析機器の導

入、また、伝統的製法で製造される食品の販
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路拡大の取組に対する助成でございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 説明欄４の県外実需者マッチング食のみや

こ推進事業につきましては、首都圏の食関連

事業者とのつながりを持つ食の専門家と連携

して、県内の生産者と首都圏のバイヤー、シ

ェフなどの実需者をマッチングすることによ

り継続的な取引を後押しし、県産農林畜水産

物の認知度向上、販路拡大を図る取組に対す

る助成でございます。 

 下段のブランド確立・販路対策費の説明欄

１、社員食堂における県産食材緊急消費拡大

事業につきましては、県産品の認知度向上、

消費拡大に向け、大手給食事業者と連携して

実施する全国の企業社食における県産食材を

活用した熊本フェア実施に対する助成でござ

います。 

 下の説明欄２の料理人と連携した県産食材

消費拡大緊急支援事業につきましては、県産

食材の消費拡大及び認知度向上を目的に、県

内外の食に関心の高い消費者等を対象としま

して、料理人や生産者等が連携して実施する

産地見学やマルシェ開催、限定メニューの提

供等の食の体験イベント実施に対する助成で

ございます。 

 下から２段目の新しい農業の担い手育成費

の説明欄１、食関連企業の農業参入緊急支援

事業につきましては、飲食業や製造業等の食

関連企業の農業参入及び定着を促進するため

に必要な農業用機械の導入を支援するもので

ございます。 

 流通アグリビジネス課は以上です。 

 

○山本農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 15ページをお願いします。 

 ４段目の農業改良普及推進費の説明欄１の

スマート農業・農業支援サービス事業導入総

合サポート緊急対策事業(経済対策分)は、農

業支援サービスの展開やスマート農業技術体

系への転換を加速化するため、スマート農業

機械等の導入に対し助成する事業で、国の経

済対策に対応し、次年度へ繰り越して実施す

るものでございます。 

 ２の同事業は、令和６年の国の経済対策に

係るもので、事業費確定に伴う減でございま

す。 

 下のページ、２段目の土壌保全対策事業費

の説明欄１のみどりの食料システム戦略緊急

支援事業(経済対策分)は、市町村や地域協議

会などが取り組む環境に優しい農業の推進な

ど、持続的な食料システムの構築に対し支援

する事業であり、国の経済対策に対応し、次

年度へ繰り越して実施するものでございま

す。 

 ２の環境保全型農業直接支払事業、３の地

下水と土を育む農業総合推進事業及び４の熊

本型みどりの食料システム戦略推進事業につ

いては、事業費確定に伴う減でございます。 

 17ページをお願いいたします。 

 ２段目の病害虫発生予察事業費の説明欄２

の病害虫発生予察事業費は、重要病害虫の侵

入時に迅速に初動防除等を行うための経費な

どになります。 

 今年度は、昨年７月にミカンコミバエ１頭

の誘殺があり、その後、年内までに合計27頭

の誘殺があったことから、本予算により対策

を徹底してまいりました。年明け以降、増

殖、侵入は確認されておらず、ほかの重要害

虫の侵入もないため、事業費確定に伴い、減

額するものでございます。 

 下のページ、２段目の管理運営費の説明欄

３の農業研究センター管理運営費は、事業費

確定に伴う減でございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 ５段目の試験研究費の説明欄、外部資金委

託研究費は、事業確定に伴う減でございま

す。 

 農業技術課は以上でございます。 
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○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 20ページをお願いします。 

 上から５段目の農作物対策推進事業費の説

明欄１、脱炭素型施設園芸緊急対策事業は、

ヒートポンプ等の省エネ機器の導入及び農業

用木質バイオマス燃料の安定供給に対して助

成を行うものです。 

 説明欄２、畑地化促進事業は、畑作物の産

地づくりに向けた関係者間の調整に要する経

費や畑地化に伴い発生する土地改良区の地区

除外決済金に対して助成を行う事業です。 

 説明欄３、花粉交配用昆虫確保緊急対策事

業は、養蜂家との連携強化や花粉交配用昆虫

の適正管理に必要な資材導入等の取組に対し

て助成を行うものです。 

 21ページをお願いします。 

 米麦等品質改善対策事業費の説明欄２、麦

類生産技術向上事業は、麦の施肥防除体系の

構築に対して助成を行うものです。 

 説明欄３、気候変動対応等高需要種子増

産・確保緊急対策事業は、安定的な種子の生

産・供給体制の構築のための施設整備に対し

て助成を行う事業です。 

 説明欄４、種子産地強化整備緊急支援事業

は、米、麦、大豆の種子産地の生産体制を支

える機械導入に対して助成を行う事業です。 

 下のページ１段目、畑作物振興対策費の説

明欄、地域特産物産地づくり緊急支援対策事

業は、茶などの特産農作物の産地づくりに必

要な施設等の整備に対して助成を行う事業で

す。 

 ２段目、い業振興対策費の説明欄３、熊本

県産いぐさ畳表消費拡大緊急加速化事業は、

プレミアムつき商品券を活用した県産イグサ

畳表の消費拡大活動に対して助成を行うもの

です。 

 23ページ、１段目の野菜振興対策費の説明

欄２から５までの４つの事業は、いずれも物

価高騰対策として継続して実施するもので、

資材、機械、施設整備、販売促進活動、園芸

ハウスの移設、修繕などに対して助成を行う

ものでございます。 

 下のページ１段目、国庫支出金返納金の説

明欄、強い農業づくり交付金等国庫返納金

は、集出荷施設の再整備に伴い、既存施設の

一部を処分する必要が生じたため、該当部分

の補助金を返納するものです。 

 ２段目、生産総合事業費の説明欄４、農業

共同利用施設再編集約・合理化支援事業は、

老朽化した農業共同利用施設の再編集約、合

理化に取り組む産地の施設整備に対する助成

を行うものです。 

 25ページをお願いします。 

 １段目、生産総合事業費の説明欄５、産地

パワーアップ事業は、収益力向上に取り組む

産地の生産体制強化に向けた施設整備等に対

する助成です。 

 ２段目、水田営農活性化対策費の説明欄、

くまもと土地利用型農業競争力強化緊急支援

事業は、土地利用型農業の低コスト化及び中

山間地域の共同利用並びにスマート農業導入

のための機械整備に対して助成を行うもので

す。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 26ページをお願いします。 

 ４段目、畜産総合対策事業費の説明欄１及

び２、畜産環境対策総合支援事業は、堆肥舎

等の施設整備に対する助成で、このうち２

は、令和７年度の事業費が確定したことに伴

う減額でございます。 

 ３、畜産クラスター事業は、クラスター計

画に位置づけられた経営体が行う施設整備等

に対する助成でございます。 

 27ページをお願いします。 

 畜産振興対策事業費の説明欄１、熊本酪農

飼料自給力向上緊急対策事業は、コスト削減

や自給飼料利用拡大に取り組む酪農家に対し
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て、購入粗飼料コストの上昇分の一部を助成

するものでございます。 

 ４、酪農ヘルパー等機能強化緊急対策事業

は、畜産農家の傷病等に対応するヘルパー組

織の機能強化等に対する助成でございます。 

 28ページ、畜産生産基盤総合対策事業費、

説明欄１、熊本県畜産まつり緊急支援事業

は、畜産業への理解醸成や畜産物の販売促進

を目的に、５年に１度開催される熊本県畜産

まつりに対する助成でございます。 

 ３、蜂群増殖緊急対策事業は、暑熱やダニ

等で増殖に影響を受けている養蜂業者が行う

巣箱の更新等の増殖の取組に対する助成でご

ざいます。 

 一番下、債務負担行為の追加の説明欄、家

畜改良増殖総合対策事業は、肉用牛の種雄牛

造成や改良組織の育成強化を行うもので、４

月１日から業務を委託する必要があるため、

債務負担行為を設定するものでございます。 

 29ページをお願いします。 

 上段、畜産経営安定対策事業費、債務負担

行為追加の説明欄、畜産経営技術高度化推進

事業は、畜産農家に対して経営技術の総合支

援を行うもので、４月１日から業務委託する

必要があるため、債務負担行為の設定を行う

ものでございます。 

 下段、循環型耕畜連携体制強化事業費の説

明欄１、自給飼料増産総合対策事業は、自給

飼料増産に資する体制強化等の取組に対する

助成でございます。 

 30ページ、１段目、畜産物市場流通戦略対

策事業費の説明欄２、畜産物輸出コンソーシ

アム推進対策事業は、牛肉や牛乳等の畜産物

輸出に取り組む生産者等の関係者から成るコ

ンソーシアムへの輸出促進活動に対する助成

でございます。 

 31ページをお願いします。 

 家畜衛生・防疫対策事業費、債務負担行為

の追加の説明欄、家畜伝染病防疫対策事業

は、熊本空港での豚熱ウイルス等病原体の持

込みを防止する消毒作業で、４月１日から業

務を委託する必要があるため、債務負担行為

を設定するものでございます。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○林田担い手支援課長 担い手支援課でござ

います。 

 32ページをお願いします。 

 ２段目の農村地域農政総合推進事業費の説

明欄２、未来へつなぐ地域営農組織経営力強

化支援事業は、地域営農組織に対する経営強

化のための支援、３、最適土地利用総合対策

事業は、中山間地域での土地利用構想策定等

の支援ですが、いずれも事業費確定に伴う減

です。 

 ５の地域計画推進事業は、農地の集積、集

約を進める事業ですが、事業費確定に伴う減

及び財源更正でございます。 

 33ページをお願いします。 

 １段目の債務負担行為の追加は、農業法人

に係る支援、認定農業者の認定業務及び農業

経営・就農支援センターの運営に関する３つ

の委託業務について、年度当初から取り組む

ため、債務負担行為の追加をお願いするもの

です。 

 ２段目の農業委員会等振興助成費の説明

欄、農地利用最適化交付金事業は、農地利用

の最適化に向けた農業委員会の活動費です

が、国庫内示減に伴う減です。 

 ３段目の国庫支出金返納金は、説明欄のと

おり、過年度に受給した給付金や補助金の国

庫返納金です。 

 下のページ１段目、農用地利用集積等推進

基金積立金の説明欄１、農用地利用集積等推

進基金造成事業は、国の経済対策に対応する

事業で、農地中間管理機構の事業推進に係る

助成や農地の集積、集約を進める事業の財源

とする基金の造成でございます。 

 ３段目の農業改良普及推進費、説明欄１、

新規就農者育成総合対策事業は、国の経済対
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策に対応し措置した事業で、親元就農をはじ

めとした新規就農者の経営継承、発展を目的

に、就農時に必要となる機械、施設等の導入

等を支援するものです。 

 ２及び３は、国の経済対策で出された新規

事業に対応する事業で、２は、研修施設等が

スマート農業技術を導入する際の支援、３

は、65歳未満の認定新規就農者の早期の経営

発展に必要な機械、施設の導入支援です。 

 35ページをお願いします。 

 説明欄４は、就農前及び就農直後の給付金

交付、５は、就農時の施設、機械の導入や就

農体制の整備を支援するものですが、いずれ

も事業費確定に伴う減です。 

 ４段目の農業構造改善事業費、説明欄１、

担い手確保・経営強化支援事業は、国の経済

対策に対応して措置した事業で、担い手が行

う農業用機械・施設の導入に対し助成する事

業です。 

 ２の農地利用効率化等支援交付金事業は、

今年度当初からの通常事業ですが、国庫内示

減に伴う減です。 

 下のページの２段目、農業大学校費説明欄

の２、農業教育環境整備事業は、国の経済対

策により措置され新規事業を含むもので、農

業大学校におけるスマート農業の教育の高度

化等に必要な機械、施設等の導入を図るため

の経費です。 

 担い手支援課は以上です。 

 

○野入農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 38ページをお願いします。 

 ２段目、農業委員会等振興助成費及び６段

目、農業農村整備調査計画費の減額は、国庫

内示減に伴う減額でございます。 

 農村計画課は以上です。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 40ページをお願いいたします。 

 ３段目の土地改良諸費の説明欄、令和７年

８月10日からの豪雨に係る都道府県派遣職員

負担金につきまして、現在、県本庁及び地域

振興局に対しまして、宮城県、山形県、長崎

県、宮崎県からそれぞれ職員の方を応援派遣

いただいております。その派遣職員の人件費

に対する負担金でございます。 

 41ページをお願いいたします。 

 ２段目の国営土地改良事業直轄負担金か

ら、次ページ最下段の海岸保全直轄事業負担

金までにつきまして、農業生産基盤及び農地

海岸堤防の整備に要する経費でございまし

て、国庫内示減及び事業費確定に伴う減額で

ございます。 

 43ページをお願いいたします。 

 １段目の農地防災事業費の説明欄２の水利

施設管理強化事業につきましては、令和７年

８月豪雨を踏まえまして、災害応急ポンプを

導入する土地改良区などに対する助成でござ

います。 

 ３段目の単県農地防災施設管理費の債務負

担行為の追加につきましては、防災重点農業

ため池の管理を支援するため池サポートセン

ターの運営業務の委託に当たりまして、来年

度４月１日から事業を実施するために設定す

るものでございます。 

 農地整備課は以上でございます。 

 

○岩田むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 45ページをお願いいたします。 

 最下段の山村振興対策事業費については、

中山間地域等直接支払事業の事業費確定に伴

う減額でございます。 

 下のページ、２段目の農作物対策推進事業

費の説明欄１及び２の鳥獣被害防止対策・ジ

ビエ利活用加速化事業については、国庫内示

減に伴う減額及び経済対策予算として鳥獣被

害防止のための施設整備を行う協議会等に対
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して助成を行うものです。 

 ４段目の農業構造改善事業費の説明欄１及

び２の中山間地域総合支援対策事業について

は、事業費確定に伴う減額及び経済対策予算

として中山間地域における持続可能な農業、

農村を実現させるための農村型地域運営組

織、農村ＲＭＯ形成の推進等に要する経費で

す。 

 47ページをお願いします。 

 １段目の説明欄４の中山間地域所得確保対

策事業については、経済対策予算として、中

山間地域の農業所得確保に向けた計画の策定

等を行う市町村に対して助成を行うもので

す。 

 ３段目の中山間ふるさと・水と土保全対策

事業費については、未来につなぐふるさと応

援事業の事業費確定に伴う減額です。 

 ４段目の農地・水・環境保全向上対策事業

費については、多面的機能支払事業の事業費

確定に伴う減額です。 

 むらづくり課は以上でございます。 

 

○宮川技術管理課長 技術管理課でございま

す。 

 48ページをお願いします。 

 ３段目の地籍調査費については、国庫内示

減に伴う減額です。 

 ５段目の農業生産基盤整備事業費の債務負

担行為の追加については、総合評価落札方式

における企業の評価項目を事前に審査し登録

を行うものであり、４月から業務を委託する

必要があるため、債務負担行為を追加するも

のです。 

 ６段目の債務負担行為の変更については、

県が発注する工事の建設資材単価の調査を行

うもので、調査資材の追加に伴う変更です。 

 技術管理課は以上です。 

 

○野間森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 50ページをお願いします。 

 ３段目の説明欄１の自伐林家等育成対策事

業は、国庫内示減に伴う減額です。 

 ４段目の説明欄１の森林計画樹立費は、事

業費確定に伴う減額でございます。 

 51ページをお願いします。 

 ２段目の水とみどりの森づくり事業費の説

明欄１の次世代につなぐ森林づくり事業は、

上振れによる税収の増により、基金から繰り

入れることなく事業執行が可能となったこと

から、財源の更正を行うものでございます。 

 ３段目の水とみどりの森づくり税基金積立

金及び４段目の森林環境譲与税基金積立金

は、運用利息や執行残及び事業者からの返還

金を基金に積み立てるものでございます。 

 下のページ、３段目の説明欄１の間伐等森

林整備促進対策事業は、国の経済対策を踏ま

え、搬出間伐、路網整備などに助成するもの

で、その下の２及び５段目の説明欄、森林環

境保全整備事業は、国庫内示減に伴う減額で

ございます。 

 最下段の説明欄、林木育種改良事業は、苗

木の広域流通の促進に向け、九州各県や種苗

関係団体による協議会の運営のための経費で

あり、来年度本県で開催されることから、国

の経済対策を踏まえ、増額をお願いするもの

です。 

 53ページをお願いします。 

 １段目の説明欄、花粉の少ない森林への転

換促進事業は、国の経済対策を踏まえ、花粉

発生源となっている杉人工林からの転換の働

きかけや伐採及び植え替えに対して助成する

ものです。 

 森林整備課は以上です。 

 

○藤田林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 54ページをお願いします。 

 最下段の林業労働力対策事業費の説明欄

１、若手等担い手確保促進事業は、若手等の
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林業就業を促進するための環境整備に対して

助成するものです。 

 55ページをお願いします。 

 ２段目の債務負担行為の追加については、

くまもと林業大学校を４月から運営するため

に必要な経費について債務負担をお願いする

ものです。 

 ３段目の林産物振興指導費の説明欄、特用

林産物施設化推進物価高騰対策事業は、生産

者団体等への特用林産物の生産、加工施設整

備に対して助成するものです。 

 ４段目の説明欄、きのこの生産資材高騰対

策事業は、国の経済対策補正予算を活用する

もので、生産資材の国産化及びコスト低減に

取り組むキノコ生産者の生産資材導入に対し

て助成するものです。 

 下のページ、林業・木材産業振興施設等整

備事業費の説明欄１の林業・木材産業生産性

強化対策事業も国の経済対策補正予算を活用

するもので、木材加工流通施設等の整備に要

する経費を助成するものです。 

 説明欄２は、国庫内示減に伴う減額でござ

います。 

 ３段目の林道事業費の説明欄１は国庫内示

減に伴うもの、２は事業費確定に伴う減額で

ございます。 

 57ページをお願いします。 

 下から２段目の過年林道災害復旧費の説明

欄、過年林道災害復旧事業は、令和２年７月

豪雨等の過年度の災害により被災した林道の

復旧を行う市町村に対し助成を行うもので

す。 

 林業振興課は以上です。 

 

○山下森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 58ページをお願いします。 

 最下段の説明欄、森づくりボランティアネ

ット運営業務は、債務負担行為の追加でござ

います。 

 森林ボランティア育成研修などの活動を８

年度当初から行う必要があるため、年度内の

委託契約を予定しております。 

 59ページをお願いします。 

 ２段目の治山事業費、４段目の保安林管理

事業費、最下段の保安林整備事業費、60ペー

ジの２段目、過年治山災害復旧費は、説明欄

のとおり、いずれも国庫内示減に伴う減額で

す。 

 ３段目の現年治山災害復旧費は、事業費確

定に伴う減額です。 

 森林保全課は以上です。 

 

○山下水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 61ページをお願いいたします。 

 下から２段目、浅海増養殖振興事業費の説

明欄、赤潮被害緊急総合対策事業ですが、国

の経済対策を活用し、赤潮被害の最小化に向

けたモニタリング体制の構築、被害軽減のた

めの実証事業や大型生けすの導入など、漁業

者の取組を支援するものです。 

 最下段、水産物流通対策事業費、説明欄の

２、水産業物価高騰緊急対策事業ですが、こ

れは、漁協や漁業者が行うコスト削減に必要

な共同利用施設の整備や漁具の導入等の取組

を支援するものです。 

 下のページ、１段目、水産物流通対策事業

費の説明欄の３、くまもとの水産物輸出安定

化緊急支援事業では、漁業者が行う県産水産

物の輸出促進の取組を支援するものです。 

 最下段、漁場環境等対策事業費の説明欄の

２、水産多面的機能発揮対策事業は、国の経

済対策を活用して、水産業、漁村の多面的機

能の発揮に向けて、藻場の造成や干潟の耕う

んなどの漁業者の取組を支援するものです。 

 63ページをお願いします。 

 １段目、漁場環境等対策事業費の説明欄、

漁業生産性向上対策支援事業では、漁業者が

行うノリ養殖業やアサリ等採貝漁業における
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チヌやカモの食害対策の取組を支援するもの

です。 

 ２段目、水産資源保護育成事業費の説明

欄、有明海・八代海再生事業で減額をお願い

しておりますが、これは、有明海沿岸４県と

国が協調した取組である有明海再生事業の国

庫内示減に伴うものです。 

 その下、水産動物種苗生産等水産振興業務

ですが、これは、マダイ、ヒラメなどの放流

用種苗の生産を委託するもので、年度当初か

ら事業の実施が必要なことから、債務負担行

為の設定をお願いするものです。 

 １ページ飛んでいただいて、65ページをお

願いいたします。 

 １段目、水産研究センター費の説明欄、環

境変動に対応した養殖安定生産実証試験は、

国の経済対策を活用して、赤潮被害の最小化

に向けた研究や高水温などの水産環境変化に

対応したノリ及びマガキ養殖の現場実証に要

する経費です。 

 水産振興課は以上です。 

 

○植田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 66ページをお願いいたします。 

 最下段、漁港関係海岸保全事業費の説明

欄、漁港関係海岸メンテナンス事業は、国庫

内示減に伴う減額です。 

 67ページをお願いいたします。 

 １段目、単県漁港改良事業費は、事業費確

定に伴う減額です。 

 ２段目、漁港施設調査事業費の説明欄、海

業取組促進事業費は、苓北町管理の西川内漁

港の海業の取組に係る実施計画に必要な調査

等に対する助成です。 

 ３段目、国庫支出金返納金の説明欄、海域

漂流・海岸漂着物地域対策事業国庫返納金

は、過年度事業費確定に伴う国庫支出金の返

納金です。 

 ４段目の漁港関係港整備事業費及び５段目

の漁港機能増進事業費は、いずれも国庫内示

減に伴う減額です。 

 漁港漁場整備課は以上です。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 69ページをお願いいたします。 

 議案第22号につきましては、令和７年度に

おいて熊本県が施行する農林水産関係の建設

事業につきまして、受益市町村が負担する工

事費の負担額に相当する額を定めるものでご

ざいます。 

 県が行う建設事業につきましては、法律

上、その経費について、受益市町村に負担を

求めることができるとされております。この

負担率を定めるに当たりまして、受益市町村

の意見を聞いた上で、県議会の議決を経て定

めることとなっております。 

 各事業の負担割合につきましては、もとも

との国の事業でございますガイドラインなど

に基づき設定したものでございまして、受益

市町村の同意を得ているものでございます。 

 続けて、工事請負契約の締結及び変更の説

明に移らせていただきます。 

 70ページをお願いいたします。 

 議案第23号、工事請負契約の締結について

でございます。 

 工事名は、若洲地区水利施設等保全高度化

事業第１号工事でございます。 

 工事内容については、排水機場の下部工で

ございまして、場所につきましては、八代郡

氷川町若洲地内でございます。工期は、契約

締結の日の翌日から令和11年３月16日までと

いたしまして、契約金額は９億6,800万円で

ございます。契約の相手方は、髙野組・土井

組建設工事共同企業体でございます。 

 次、72ページをお願いいたします。 

 議案第24号、工事請負契約の変更について

でございます。 

 令和４年12月議会において議決されました
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松原地区農村地域防災減災事業(湛防)第７号

工事他合併の請負契約のうち、工期につい

て、契約締結の翌日から令和８年３月31日ま

でを契約締結の日の翌日から令和８年10月30

日までに、契約金額について、17億4,590万

7,906円を17億6,083万9,487円に変更するも

のでございます。 

 工事の概要については、次の73ページをお

願いいたします。 

 工事の内容は、排水機場の下部工でござい

ます。 

 請負契約の変更理由につきましては、３番

に記載のとおりでございます。 

 まず、契約金額の変更につきましては、護

岸工の施工に伴う連結ブロックの撤去、再敷

設におきまして、既設のブロックの経年劣化

が判明いたしまして、ブロックの新設が必要

になったことなどによるものでございます。 

 次に、工期の変更についてですけれども、

工法変更に伴う検討及び施工に不測の日数を

要したことによるものでございます。 

 74ページをお願いいたします。 

 議案第25号、工事請負契約の変更について

でございます。 

 令和５年９月の議会において議決されまし

た松原地区農村地域防災減災事業(湛防)第８

号工事他合併の請負契約のうち、工期につい

て、契約締結の日の翌日から令和８年６月30

日までを契約締結の日の翌日から令和９年10

月29日までに変更するものでございます。 

 事業の概要については、75ページに記載を

しております。 

 工事の内容につきましては、排水ポンプの

製作据付け工事でございます。 

 請負契約の変更理由につきましては、３番

に記載がございますが、関連工事において、

現場条件の変更などにより工事の進捗に不測

の日数を要したことによるものでございま

す。 

 次に、76ページをお願いいたします。 

 議案第26号、工事請負契約の変更について

でございます。 

 令和５年12月議会において議決されました

津口・芝口一期地区水利施設等保全高度化事

業第２号工事の請負契約のうち、契約金額に

ついて、７億4,320万1,014円を８億1,890万

5,107円に変更するものでございます。 

 事業の概要については、77ページに記載し

ております。 

 工事の内容は、排水機場の下部工でござい

ます。 

 請負契約の変更理由につきましては、３番

に記載がございますとおり、最新積算単価へ

の設計変更によるものでございます。 

 農地整備課は以上でございます。 

 

○紙屋農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 78ページをお願いいたします。 

 報告第４号、専決処分の報告でございま

す。 

 職員による交通事故の和解及び賠償額の決

定を報告させていただきます。 

 内容は、79ページより説明させていただき

たいと思います。 

 事故の概要でございますが、令和７年５月

27日に熊本市南区で発生した交通事故に伴う

ものでございます。 

 事故の当事者は、宇城地域振興局農地整備

課の技師で、相手方は個人の車両でございま

す。 

 一番下段の６、事故の状況を御覧くださ

い。 

 公務出張中に職員が運転する公用車が徐行

しながら交差点に進入したところ、左側から

直進してきた相手方の車両と接触をしたもの

でございます。 

 ４の過失割合のとおり、県の賠償責任が85

％で、５の損害額及び損害賠償額のとおり、

県と相手方の負担額の差額となる損害賠償額
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17万1,030円を賠償したものでございます。 

 交通安全意識の徹底につきましては、折に

触れて部内で周知をしているところでござい

ますが、新年度に向けましても、改めて注意

喚起を行いたいと思っております。 

 農林水産政策課からは以上です。 

 

○植田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 80ページをお願いいたします。 

 報告第５号、専決処分の報告についてでご

ざいます。 

 工事請負契約の変更についてでございます

けれども、令和６年６月議会において議決さ

れました牛深漁港水産物供給基盤機能保全

(ハイヤ大橋橋梁補修２)工事他合併の請負契

約のうち、契約金額について、８億2,134万

4,616円を８億7,040万4,836円に変更するも

のでございます。 

 工事の概要につきましては、81ページに記

載しております。 

 工事の内容については、橋梁補修工事とな

ります。 

 請負契約の変更理由については、３の主な

変更理由のとおり、橋脚上の既設構造物の撤

去において、桁下空間が狭く、当初の工法で

は施工が困難であることが判明したことによ

る撤去工法の変更、仮設作業架台の追加によ

るものです。 

 漁港漁場整備課は以上です。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 82ページをお願いします。 

 報告第10号、一般社団法人熊本県果実生産

出荷安定基金協会の経営状況を説明する書類

の提出についてです。 

 概要は、83ページをお願いします。 

 １、基本情報の(1)のとおり、この法人

は、果実の安定的な生産出荷の推進、果樹農

業者の経営の支援などを実施し、本県果樹農

業の発展を図ることを目的としております。 

 次に、２、決算の概要についてです。 

 (1)に今決算期の正味財産増減計算書を掲

載しておりますが、決算のポイントとなる当

期の正味財産の増減については、右下の欄の

とおり190万円余の増となっており、おおむ

ね事業計画どおりに事業は実施されておりま

す。 

 次のページをお願いします。 

 ３の事業実績についてです。 

 アの果樹経営支援対策事業は、優良な品目

や品種への改植、新植、小規模園地整備など

を支援するもので、合計167ヘクタールで実

施され、２億9,600万円余が交付されており

ます。 

 イの果樹未収益期間支援事業は、改植、新

植した際の未収益期間の経費を支援するもの

で、152ヘクタールで実施され、３億3,200万

円余が交付をされております。 

 ウの果樹先導的取組支援事業は、改植、新

植、小規模園地整備などを支援するもので、

4,400万円余が交付されています。 

 エの未来型果樹農業等推進条件整備事業

は、省力樹形や機械作業体系を導入する場合

に、経営の継続、発展に要する経費を一体的

に支援するもので、700万円余が交付されて

おります。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○河津修司委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、本日は、先議の委員会でもあります

ので、付託議案を中心に、できるだけ簡潔に

質疑応答いただきますようお願いいたしま

す。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べられてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、
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着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○前川收委員 まず、４ページの最下段、団

体支援課ですね。 

 収入保険加入緊急支援事業ということで、

物価高騰対策、重点支援交付金を使っていた

だいて、この事業をやっていただいてますけ

れども、保険料の助成の内容について教えて

ください。それが第１点です。 

 次に、同様に物価高騰対策の話なんですけ

れども、27ページの畜産課。 

 １番ですね。熊本県酪農飼料自給力向上緊

急対策事業ということで、これも物価高騰対

策という形になっております。昨年も多分同

じような内容のやつがあったと思いますけれ

ども、具体的な内容について教えてくださ

い。 

 それと最後に、同様に物価高騰対策、55ペ

ージの林業振興課ですね。 

 特用林産物施設化推進物価高騰対策事業と

いうことで、生産者に対する生産加工施設等

に対する助成ということになっております

が、この内容について教えてください。 

 以上です。 

 

○岩野団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 収入保険加入緊急支援事業の内容について

ですが、資材、飼料等の物価高騰に加え、令

和７年８月豪雨により甚大な農業被害が発生

したため、新規加入者をはじめ、農業共済に

加入の少ない果樹及び豪雨による被害が大き

かった園芸施設等にターゲットを絞り、重点

化した収入保険の加入促進を行いたいと考え

ております。 

 まず１点は、新規加入者に対しては、加入

保険料の３分の１を助成することとしており

ます。上限は、個人６万円、法人25万円でご

ざいます。 

 あと、先ほど説明しました重点分野につき

ましては、集団加入、５戸以上加入した場合

に、果樹の場合は５戸以上、野菜、花卉の場

合は、５戸以上加入して、さらに園芸施設共

済と併せて加入された場合に、加入者の付加

保険料いわゆる手数料のところを３分の１助

成を行います。上限は、個人１万円、法人５

万円となっております。 

 団体支援課は以上になります。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 熊本酪農飼料自給力向上緊急対策事業につ

きましては、国の物価高騰対策によりまして

実施する事業でございまして、今、特に配合

飼料、粗飼料の価格が非常に高くなっており

ます。そういう物価高騰も受けまして、酪農

家におきましては、自給飼料の確保というの

が喫緊の課題になっております。 

 そういう中にありまして、酪農家がコスト

削減や自給飼料利用拡大に取り組むことを要

件といたしまして、経産牛１頭当たり4,000

円を支援する事業でございます。 

 以上でございます。 

 

○藤田林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 特用林産物の加工や安定生産、品質向上、

効率化を図るための施設等の導入経費の一部

を助成するものでございますが、具体的に

は、加工流通衛生管理施設の整備、生産性向

上の高品質化施設の整備、原木シイタケ種駒

の購入、安定生産施設整備への助成というこ

とで、３分の１が補助率となっております。 

 事業主体といたしましては、県下の広域団

体、林業者の組織する団体、森林組合、林業

事業体等に対して助成を行っていくもので

す。 

 令和５年度から、県では、シイタケのデジ

タル技術の実証ということで進めておりまし

て、そういった成果も出ております。 
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 この事業を活用しまして、生産現場のデジ

タル化の技術の活用の推進を図ってまいりた

いと考えております。 

 林業振興課は以上です。 

 

○前川收委員 まず、団体支援課のほうであ

りますけれども、毎年、収入保険加入緊急支

援ということで、様々な角度から団体保険の

普及についてしっかり御支援をいただいてい

るということでありますが、今回は、物価高

騰対応重点支援交付金を使った御支援という

ことでありますが、果樹も含めてですけれど

も、個人、団体に対して、それから共済等と

一緒に加入するという、そういった条件も様

々つけながらやっていただいておりますけれ

ども、全体的に、収入保険の加入率というの

かな、分母をどこにしていいのかがなかなか

難しいとは思いますけれども、加入がどうい

う状況であるのかを一つ説明してください。

１つずつでいいですか。 

 

○岩野団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 現在、令和８年１月現在で、熊本県では

3,999経営体の方が加入されておりまして、

昨年度に比べて約100経営体ほど増加してい

るところでございます。どこを分母と──全

国でも、当初目標とした10万経営体は超えて

いる状況でございます。 

 どこを比較対象とするかなんですけれど

も、大体青色申告が収入保険の加入要件にな

っておりますので、その青色申告者の中でど

れぐらいが加入しているかというと、熊本県

も全国も大体３割弱ということで全国平均並

みとなっているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 いろいろ工夫をしていただき

ながら加入を促進していただいていることに

敬意を表したいと思います。 

 青色申告してもらわないことには、収入保

険の収入が幾らなのかが前年も分からないと

いう状況ですから、ただ、３割はやっぱりま

だ少ないのかなというふうには思いますの

で、ぜひ、これからもしっかり──いわゆる

災害が多くて、非常に今から先の農業経営も

含めてですけれども、農業経営が分かりづら

いというんですかね、将来予測がとても立ち

にくい。高温化なんていうのは、もう確実に

進んでおりますから、温暖化というのは進ん

でますから、それが生産費にどのくらい影響

してくるか。極端な影響が出た場合には、収

入保険が発動できるということになって、直

接収入の部分で発動できるという利点があり

ますので、ぜひ普及をお願いしたいと思いま

す。 

 それから、畜産課のほうは、１頭当たり

4,000円ということで大変ありがたいと思い

ますが、配合飼料の分もたしか補助があった

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

○安武畜産課長 配合飼料のほうも、トン当

たり200円を支援する事業を予算化しており

ます。 

 

○前川收委員 ありがとうございます。 

 物価高騰対応重点支援交付金ですから、物

価が上がってますという状況でありますが、

ちょっと心配なのは、物価はずっと右肩上が

りで上がりっ放しで、物価高騰対策という言

葉がいつまで使えるのかと。もう上がりっ放

しで、高騰だから、今高いんだから、下がる

ということが前提にあるというのが、今の重

点支援交付金の内容だろうと思いますが、下

がらないんじゃないかなと思ってまして、そ

うなると、やっぱりこういう国庫補助事業が

ないと、特に補正の予算がないとなかなか対

策ができないというふうに思ってますから、

そのことはちょっと後でまた併せて聞きたい

と思います。 
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 55ページ、特用林産物、これも温暖化対策

の中に私は非常に必要だと思っているのは、

ほとんど熊本県の場合は原木シイタケの生産

でやっていただいております。全国３位のシ

イタケ生産量を誇り、２位を目指せというこ

とで頑張っていただいておりますけれども、

その中で、ほだ場というのは、ほとんど山の

中、人工ほだ場もありますけれども、ほとん

ど山の中ですが、これだけ高温化というんで

すかね、温暖化してくると、人工ほだ場じゃ

ないところで水がないところは非常に生産が

厳しくなると。明らかに差が出てますね。 

 要するに、水の散水施設を造っているほだ

場とできてないほだ場で生産量の差が随分出

てきておりますから、今回、まさにこの物価

高騰対策とか地球温暖化対策の中で、ぜひ、

ほだ場に──地帯条件は様々あると思います

けれども、いろいろな工夫をしながら、山の

中のほだ場に水を引いて散水施設を造るとい

うことをやってもらいたいと思ってますけれ

ども、これは対応できるんでしょうか。 

 

○藤田林業振興課長 委員御指摘のとおり、

今は水不足ということで、シイタケ現場も水

が足りないということで、散水施設の整備も

この事業で実施できるということにしており

ます。加えて、先ほど申し上げましたよう

に、その散水のタイミングをデジタル化して

散水していこうという取組も実施しており、

効果が出ているところです。 

 なお、昨年度と比較しまして、今年は、や

っぱり雨不足で10％程度年末の生産がちょっ

と落ちたということを聞き取りで調べたとこ

ろでございます。 

 林業振興課は以上です。 

 

○前川收委員 それぞれの３つの中身を聞き

ましたけれども、物価高騰対応重点支援交付

金というのは、非常にそういった部分で使っ

ていただいてて、私はとてもありがたいと思

ってますから、どんどん使ってほしいという

ふうに思います。 

 ただ、さっき言ったとおり、これはあくま

で物価高騰対策と書いてあるわけで、物価高

騰がずっと右肩上がりのまま、もしくは下が

らないままというときに、予算の関係でいわ

ゆるその補正予算が使えるかどうかというの

は非常に大きな問題で、皆さんに聞いてもな

かなか難しいとは思いますが、戦略的には、

やっぱりこれはもう物価高騰対策じゃなく

て、この今の値段のままで経営がしっかりや

っていけるような対策というものに切り替え

ていく。予算は、お金は色はついてないわけ

でありますけれども、今の社会環境の中で利

益を上げていくという、そういったことにつ

いてしっかりお考えをいただきたいというふ

うに思ってます。 

 じゃないと、よく出ているのは、粗飼料関

係もそうなんですけれども、配合飼料もそう

ですね。対前年で幾ら上がったら物価高騰対

策的なもので何とか安定基金かなんかで補給

しますと。対前年対前年で上がっていけば、

毎回上がっていけば、その制度が発動されま

すが、今はもう高値安定、ずっとそのまま、

安くなってないから困っているけれども、そ

の制度が発動しないという。これは畜産課の

ほうがよくお分かりだと思いますけれども、

そういう状況にもなっているというふうに思

いますので、ぜひ、いわゆる物価高騰が、も

う物価は上がりっ放しという前提、もしくは

下がらないという状況の中にあって、農林畜

水産の政策を、補正だけではなくて──補正

というのは、あくまで緊急対策ですから、そ

うじゃない形の中で、恒久的なものとしてや

れることを何かお考えであるか。予算のこと

もあると思いますので、難しいかもしれませ

んが、どなたか、どうぞお話があれば。 

 

○紙屋農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 
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 今回活用させていただいております、いわ

ゆる重点支援地方交付金、非常に大きな財源

として県に来て、それを、農林水産部として

も、現在、約39の事業で18億程度を活用させ

ていくことで、今回予算計上させていただい

ている。中身についても、委員御指摘のとお

り、これまでに予算をつけていた単県のもの

も組み替えたりとか、そういった形も取って

いるというのが実態でございます。 

 ただ、御指摘のとおり、いわゆる物価の高

まりについて恒常的になってきますと、やは

り支援のスキームを変えていっていただく。

例えば、セーフティーネット等もそうだと思

いますけれども、そういったものに対しまし

ては、いわゆる国のほう、制度の根幹を握っ

ております国のほうに対しましても、しっか

りと政府提案等を使いまして、こういう実情

を踏まえた上での制度設計、そういったもの

をしっかりとやっていただきたいというのを

申し上げていきたいと思います。 

 さらには、県としても、必要なものにつき

ましては、対財政のほうともお話をしなが

ら、しっかりと、これはもうスクラップ・ア

ンド・ビルドが前提にはなるかと思いますけ

れども、そういうものについて、財源を踏ま

えてしっかりと取っていくように協議をして

いきたい、そういうふうに思っているところ

でございます。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 ありがとうございます。 

 

○城下広作委員 物価高騰対策という言葉が

大分出ましたので、ちょっとそれで思いつい

て聞きたいと思います。 

 11ページ、食のイベントで５万人集まって

大変にぎやかだったということですね。ま

た、空港でのこういうＰＲもやると。これの

柱が物価高騰対策だったので、例えば熊本市

であったら、昨日かおとといですか、そのイ

ベント、これは物価高騰対策に何かしら寄与

したんでしょうか。名目がこういう予算だか

ら、そのことに何かしら関連して、こだわり

ながらやるというコンセプトがあったのか。

それはもう予算だから、別にもらうだけで、

これとは関係ないというイベントだったの

か、この辺はどうだったんでしょうか。 

 

○杉谷食のみやこ推進局付政策調整監 食の

みやこ推進局付でございます。 

 御意見ありがとうございます。 

 今回実施した分につきましては、事前の物

価高騰対策ということで予算を計上させてい

ただいておりますが、今回初めてこのような

イベントを大々的にさせていただきました。 

 その件について、またこれから各出展をし

ていただいた団体、事業者さんにもアンケー

トを取りまして、物価高騰対策、実際売上増

につながったかどうかとか、そこら辺も含め

て課題の整理をちょっとさせていただいて、

また次の事業に取り組んでいければというふ

うに考えているところでございます。 

 食のみやこ推進局付、以上でございます。 

 

○城下広作委員 何で確認したかというと、

物価高騰対策というと、何か私たちは、一遍

に値下げというか、安く提供するとか、そう

いう工夫があって物価高騰対策かなというふ

うに一般的にそう思うじゃないですか。それ

が、このイベントのときには、通常より物が

高いとかなれば、物価高騰対策という、あえ

てこの予算からじゃないとなかったんでしょ

うけれども、ちょっと物価高騰対策の分と

は、なかなかこう関連が難しいなというふう

に、これは捉えられかねないという心配があ

るということで、改めて、こういうイベント

をするときの物価高騰対策、じゃあ何かにこ

の物価高騰も付随していたとかというような

形の理念も少し持っとかないと、事業の大本

の分からそれを使うとなれば、いろんな人に
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説明するときにしっかりと言い切れるという

ことが大事じゃないかと思いますけれども、

どうでしょうか。 

 

○杉谷食のみやこ推進局付政策調整監 食の

みやこ推進局付でございます。 

 ありがとうございます。 

 今回のイベントにつきましては、一応立て

つけ上、補助事業という形で、事業者に対す

る直接的支援につながるようなスキームで対

応をさせていただいております。 

 ですので、今回のイベントにつきまして

は、各出展者の方々には、出展料とかマージ

ンとか、そういった部分はいただいておりま

せん。それが直接売上げにつながるような形

のスキームで取り組んでおりますので、その

点については、各出展者の事業者様からもお

喜びの声はいただいているかなというふうに

認識をしております。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 じゃあ、そのまま12ページ

の部分で、このアグリビジネスの分ですね。 

 熊本の食をＰＲしていこうというふうにあ

るんですけれども、熊本には農林水産関係の

幅広いものがあるんですね。 

 そこで、ある意味では、全国で１、２、３

を争うような形をばっと売り込むというの

が、一番それは地元の特色だと思うんですけ

れども、中には熊本県の県下各地で、いやこ

れも逆にＰＲしてもらいたい、これも我々は

自信があるんだという生産者も、数は少ない

けれども、あるというふうに思うんです。そ

の辺の全体の把握というのはしっかりやられ

て、最終的にはこれとこれとこれをやろうと

いう、この辺の熟度の部分というのをちょっ

と教えていただきたいと思います。 

 

○甲斐流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 今委員から御指摘ありました件ですけれど

も、イベント等の出展の事業者につきまして

は、毎回幅広い事業者に御出展の希望を募っ

ておりまして、それを踏まえまして出展の事

業者を選定しております。 

 おっしゃったように、熊本の有名な名産

品、特産品だけでなく、まだ認知度は低いん

ですけれども、これからやはり熊本県として

推していきたい、そういった商品なども含め

て出展していただいているような状況でござ

います。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 決して有名な部分だけでは

なく、今から育てるという視点とか、そんな

ことを織り交ぜながら、出展もまた県のこの

ＰＲもやっぱり考えていかなきゃいけないと

いうふうに思いますので、ぜひ今後に期待を

したいと思います。 

 最後に、あと１点だけ。 

 28ページの天草大王の消費拡大とか認知度

向上とあるんですけれども、私がちらちら聞

くのには、以前よりもこの生産者が減ってい

ると、なかなか経営が難しいというようなこ

とを聞いたことがあるけれども、私の誤認識

なのか。いやいや、もうピークのときに、わ

あっと一時盛り上がりましたけれども、そこ

から下降気味であるとかと、ちょっとこの辺

の一番新しい現状を教えていただければと思

います。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 天草大王につきましては、ただいま生産者

の数が６戸でございます。一番多いときで出

荷羽数が15万羽まで拡大したこともあります

が、その後コロナ等の影響で販売不振になり

まして、どんどん減っていったわけですが、

今個々の農家の努力によりまして、一時期７

万羽ぐらいまで落ちたところが、今は12万羽

ぐらいまで盛り返しているところでございま



第７回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和８年２月24日) 

 - 19 - 

す。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 せっかく復活をして、最初

に復活したときは、全国でも相当ＰＲをして

我々も誇りに思ってたんですけれども、だん

だんだんだんやっぱりコロナもあったりとか

して急に厳しくなったと。15から７だから、

大分半分近くに減るような格好だけれども、

ぜひ、頑張って今努力されているということ

ですので、これはやっぱり非常に珍しいとい

うか貴重な分ですので、頑張っていただきた

いと要望しておきたいと思います。 

 以上です。 

 

○河津修司委員長 ほかに質問ございません

か。 

 

○山口裕委員 12ページお願いします。 

 先ほど城下委員もお触れになりましたが、

労働法制の見直しから物流の課題がすごく注

目された後に、その後、熊本県の優位性、農

林水産物の優位性や「食のみやこ熊本県」と

いうことで、しっかり全国に発信していこう

ということで、意気込みの感じられる補正で

はないかなというふうに思っております。 

 その上で、先ほど城下委員もちょっと同じ

ような趣旨で質問されましたが、今後どうや

って市場ニーズのある生産物を、ここに参画

される皆さんがつかんでいくかが、私重要だ

と思っていて、農地にしても、そしてまた可

能性にしても、まだまだ今生産される農林水

産物以外にも可能性があると思っていて、先

ほど小規模という表現をされましたが、そう

いったことも含めながら、市場に関わる生産

に関わる人たちがどう認識し、自分の地域の

特性を生かして生産するかが何より重要だと

思ってて、これは、今後、食の安全保障を標

榜する国にあっても同じ方向性ではないかな

と思っております。 

 その上で、行政が旗を振りながらも、そこ

に参画する人たちが今後の市場ニーズをしっ

かりと捉えて、そういった考えをまとめて、

今後熊本県の生産につなげていっていただく

かが一番の課題ですので、この辺りはすごく

広範な分野でもありますが、市場に関わる人

たち、県も主導しながら頑張っていただけれ

ばというふうに感じるところです。 

 先日、ＪＡの皆さんと話す機会をいただき

まして、なかなか市場に向けた出荷に対して

は懸命にやっていらっしゃいますが、いろん

なものの可能性についてチャレンジはしたい

けれども、なかなかそこに一歩目が踏めな

い、そんな話を聞いたことがありまして、こ

ういったことも踏まえれば、どうやってそれ

を見いだしていくのか、今後しっかりと取り

組んでいただきたいなというのが私の思いで

ありまして、何かありましたらよろしくお願

いします。 

 

○甲斐流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 今委員から御指摘ありました点、例えば12

ページに記載しております１の食のみやこ食

材ＰＲ推進事業、これにつきましては、福岡

県をターゲットとして売り込むというような

内容になっておりますけれども、イベントの

開催だけではなく、その前後で、生産者向け

のセミナーですとか、あとは、その飲食店の

事業者と生産者とのマッチングの商談会、そ

ういった機会も設けようというふうに考えて

おります。そういった中で、どのような食材

が求められるのか、そういったことを実際に

生産者の方々に学んでいただくような機会も

提供できればというふうに考えております。 

 また、13ページのほうにあります４番の県

外実需者マッチング食のみやこ推進事業とい

うのがございますけれども、こちらは、首都

圏のシェフですとかバイヤー等と生産者をマ

ッチングするというような事業でして、この
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中では、ＢtoＢの関係で県産品の魅力浸透を

図るために、その継続的な取引につなげてい

けるような形で事業を進めていきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員 しっかり取り組んでいただけ

ればと思います。 

 その関わる人なんですけれども、直接関わ

らず、例えば販売店を支援するとか生産を支

援するなんていう方たちもすごくアイデアを

持っていて、実は、食のみやこという言葉に

すごく期待をしていらっしゃる事業者さんが

いらっしゃいます。 

 例えば、うちの事例で言いますと、リゾラ

テラスの塩パンというのは、私は１個食べれ

ば満足なんですが、かなり販売があるようで

して、伊勢湾サービスエリアと同じぐらい毎

日の個数を売り上げる、そんな有名なパンに

なっております。 

 これは、地域の特性がどこに生かされてい

るのか、ちょっと不安ではありますけれど

も、やっぱりそうやって実は多くの方を引き

つける仕組みというのは、そこに関わる人以

外の人もアイデアを持ってらっしゃる方もた

くさんいらっしゃいますので、この辺りもし

っかり取り組んでいただければと思うところ

です。 

 もう１点よろしいですか。 

 

○河津修司委員長 山口委員、どうぞ。 

 

○山口裕委員 水産課にお尋ねしたいんです

が、赤潮の発生を抑制する取組、しっかり取

り組んでいただいてありがたいなと思うので

すが、１個だけ心配なのが、昨年の12月から

ヘテロカプサが長期にこんなに発生してい

る。そしてまた、一番最近の報告ではまた増

えて、これは何かこれだけ長期にこのヘテロ

カプサ──たしか大体秋に繁茂するやつです

よね。まあなかなか難しいんだなと思いなが

ら、１個だけ懸念は、楠浦湾で行ったこの珪

藻を使ったプランクトンの、これが影響があ

るのかないのか。この辺りは皆さんの中でど

ういう考えでいらっしゃるのか、ちょっとお

聞きしたいなと思ってですね。 

 

○山下水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 現在、ヘテロカプサの赤潮が発生しており

ます。委員御指摘のとおり、12月から１月に

かけての発生というのは非常にまれでござい

まして、過去１回だけ本県でそういう状況が

ございました。そのときにもやっぱり２か月

程度ということで長期にわたっております。

ただ、発生頻度が非常に少ないものでござい

ますので、よく生態等のところも分からない

ところがあります。ただし、大体夏場に出

る、夏から秋にかけて出る種類でございます

ので、ちょっと経験したことがない状況でご

ざいます。 

 先ほど珪藻のお話があったと思いますが、

本種も珪藻と同居飼育いたしますと、ヘテロ

カプサが細胞数が落ちるという現象がありま

すので、ほかの有害赤潮と同様な状況でござ

います。ですので、冬期、今の状態で珪藻赤

潮がもし楠浦湾で発生していたら、発生抑制

のほうに力が作用があったと思われますの

で、これまで珪藻散布についての影響はちょ

っと我々としては考えていないところです。 

 以上です。 

 

○山口裕委員 その上で、貝に影響を及ぼす

と。今回被害がちょっと報告されているのが

アコヤガイ。ほかの貝類は大丈夫なんです

か。 

 

○山下水産振興課長 文献等で見ますと、ア

コヤガイ以外の例えばアサリとかヒオウギガ

イ、カキ類にも影響があるということは聞い
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ているところですが、今のところそこに対し

て大きな被害があっているという報告はない

ところです。もともとあの湾自体がアコヤガ

イの養殖が盛んなところでございますので、

被害報告はアコヤガイということで出ており

ます。 

 以上です。 

 

○山口裕委員 様々な影響があるかなと思い

ながら心配しておりますので、皆さんも心配

でしょうが、本部も立ち上げて動いてらっし

ゃるので、皆さんにお任せしたいなと思いま

すが、その上で、今度ＡＩを使った赤潮の予

察をされるということがちょっと予算に出て

きておりますけれども、この辺りの取組で、

おおむねいい仕組みの中で、今赤潮の発生状

況を皆さんで調査されておると思いますが、

この辺りで精度ってどのくらい高められるん

ですか。 

 

○山下水産振興課長 赤潮のＡＩ予測につき

ましては、今年度から実証試験をさせていた

だいておるところです。事業実施主体は、海

水養殖組合という組合のほうが民間のほうに

システム開発をお願いしております。 

 対象は、カレニアという種類で対処してお

りまして、今、狭い範囲の特定の箇所での発

生予察を、短期、１週間から２週間程度とい

うところで、予察技術ができないかというと

ころで実証実験をさせていただいているとこ

ろでございます。 

 将来的に、それが技術が確立いたします

と、１週間後、この海域では赤潮が発生して

いるということが分かるようになれば、対策

のしようもあるのかなというところを考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員 最後に、シャットネラはどう

されますか。その後やられるおつもりです

か。 

 

○山下水産振興課長 まずは、カレニアでち

ょっと技術開発をしているところですが、将

来的にはシャットネラも対象とすることは考

えていかないといけないかなと思っておりま

す。シャットネラのほうが被害額というのは

非常に大きゅうございますので、そこも含め

ましてしっかり対応させていただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員 実は、この今水産課を中心と

した動きというのは、養殖業の方々は、私は

評価されている方が多くいらっしゃるな、そ

の上で期待も大きいところがありまして、こ

こ水研センターも一緒になって、しっかり─

─今回は補正でありましたが、当初でも新た

にあるようですし、その辺りも含めて頑張っ

ていただければありがたいなと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 

○河津修司委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第９号、第10号及び

第22号から第26号までについて、一括して採

決したいと思いますが、御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外７件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第１号外７件は、原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

 次に、その他に入りますが、今定例会にお
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いては、３月に後議分の委員会もありますの

で、本日は急を要する案件についてのみ質疑

をお願いしたいと思います。何かございませ

んか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 最後に、要望が２件提出されておりますの

で、参考としてお手元に写しを配付しており

ます。 

 それでは、これをもちまして第７回農林水

産常任委員会を閉会いたします。 

  午前11時28分閉会 
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